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厚
生
労
働
省
は
五
月
二
二
日
、
個
別
労
働

紛
争
解
決
促
進
法
の
〇
八
年
度
施
行
状
況
を

発
表
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
調
査
時
点
で

全
国
三
〇
〇
カ
所
に
設
置
し
て
い
る
総
合
労

働
相
談
コ
ー
ナ
ー
に
寄
せ
ら
れ
た
相
談
件
数

は
、
約
一
〇
八
万
件
と
初
め
て
一
〇
〇
万
件

の
大
台
を
突
破
。
う
ち
、
民
事
上
の
個
別
労

働
紛
争
相
談
件
数
は
約
二
四
万
件
で
、
前
年

度
に
比
べ
一
九
・
八
％
増
え
た
。
こ
れ
に
対

し
、
解
決
状
況
は
助
言
・
指
導
の
申
出
受
付

件
数
が
同
一
四
・
一
％
増
の
約
七
六
〇
〇
件
、

あ
っ
せ
ん
の
申
請
受
理
件
数
が
同
一
八
・

三
％
増
の
約
八
五
〇
〇
件
と
な
っ
た
。

　

同
省
大
臣
官
房
地
方
課
の
労
働
紛
争
処
理

業
務
室
で
は
、「
昨
年
度
後
半
以
降
の
経
済
・

雇
用
情
勢
の
急
激
な
悪
化
等
を
反
映
し
、
ま

た
、
人
事
労
務
管
理
の
個
別
化
等
雇
用
形
態

が
変
化
し
て
い
る
こ
と
、
個
別
労
働
紛
争
解

決
制
度
も
〇
一
年
一
〇
月
の
施
行
か
ら
今
年

で
八
年
目
を
迎
え
、
着
実
に
そ
の
周
知
が
図

ら
れ
て
き
た
こ
と―

―

等
か
ら
、
利
用
が
大

幅
に
拡
大
し
た
」
と
み
て
い
る
。

相
談
の
内
容
は
「
解
雇
」
が
最
多

　

〇
一
年
一
〇
月
に
施
行
さ
れ
、
八
年
目
を

迎
え
る
個
別
労
働
関
係
紛
争
解
決
法
は
、
企

業
組
織
の
再
編
や
人
事
労
務
管
理
の
個
別
化

等
に
伴
い
、
個
々
の
労
働
者
と
事
業
主
の
間

に
増
加
し
て
き
た
個
別
労
働
関
係
紛
争
に
つ

い
て
、
企
業
内
で
自
主
的
な
解
決
を
図
る
よ

う
努
力
義
務
を
規
定
。
そ
の
う
え
で
、
紛
争

の
未
然
防
止
や
紛
争
の
解
決
促
進
に
向
け
た
、

総
合
的
な
解
決
シ
ス
テ
ム
を
整
備
・
充
実
し

て
き
て
い
る
（
図
１
）。

　

一
連
の
シ
ス
テ
ム
で
は
、
ま
ず
各
都
道
府

県
労
働
局
や
労
働
基
準
監
督
署
、
駅
近
隣
の

建
物
等
に
、
労
働
問
題
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る

相
談
に
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
対
応
す
る
窓
口

（
総
合
労
働
相
談
コ
ー
ナ
ー
）
を
設
置
（
〇

八
年
度
は
三
〇
〇
カ
所
。
〇
九
年
度
は
三
九

〇
カ
所
に
拡
充
）。
こ
こ
で
受
け
付
け
た
相

談
の
う
ち
、
法
違
反
事
案
に
つ
い
て
は
労
基

署
等
で
指
導
・
監
督
す
る
一
方
、
紛
争
解
決

援
助
の
対
象
事
案
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県

労
働
局
長
に
よ
る
助
言
・
指
導
や
、
紛
争
調

整
委
員
会
の
あ
っ
せ
ん
を
通
じ
、
迅
速
・
適

正
な
解
決
を
め
ざ
し
て
い
る
。

　

厚
労
省
が
こ
の
ほ
ど
ま
と
め
た
同
法
の
〇

八
年
度
の
施
行
状
況
に
よ
る
と
、
全
国
の
総

合
労
働
相
談
コ
ー
ナ
ー
に
〇
八
年
度
一
年
間

に
寄
せ
ら
れ
た
相
談
件
数
は
、
一
〇
七
万
五

〇
二
一
件
。
前
年
度
に
比
べ
約
八
万
件（
七
・

八
％
）
の
増
加
と
な
り
、
制
度
創
設
以
来
初

め
て
一
〇
〇
万
件
の
大
台
を
突
破
し
た
（
図

２
）。

　

こ
の
う
ち
、
労
基
法
上
の
違
反
を
伴
わ
な

い
、
解
雇
、
労
働
条
件
の
引
下
げ
な
ど
い
わ

ゆ
る
民
事
上
の
個
別
労
働
紛
争
に
関
す
る
も

の
は
、
二
三
万
六
九
九
三
件
で
、
昨
年
度
よ

り
約
四
万
件
（
一
九
・
八
％
）
増
加
し
た
。

　

そ
の
相
談
内
容
は
、「
解
雇
に
関
す
る
も

の
」
が
も
っ
と
も
多
く
（
二
五
・
〇
％
）、

ト
ピ
ッ
ク
ス

個
別
労
働
紛
争

2

08
年
度
労
働
局
で
の
相
談
件
数
が
初
め
て
１
０
０
万
件
超
え
る

図１　個別労働紛争解決システム

図２　相談件数の推移
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以
下
、「
労
働
条
件
の
引
下
げ
に
関
す
る
も

の
」（
一
三
・
一
％
）、「
い
じ
め
・
嫌
が
ら
せ

に
関
す
る
も
の
」（
一
二
・
〇
％
）、「
退
職
勧

奨
」（
八
・
四
％
）―

―

と
続
く
。
前
年
度
対

比
で
み
る
と
、「
解
雇
」
が
二
二
・
九
％
↓
二

五
・
〇
％
、「
労
働
条
件
の
引
下
げ
」
が
一
二
・

五
％
↓
一
三
・
一
％
の
ほ
か
、「
退
職
勧
奨
」

で
七
・
七
％
↓
八
・
四
％―

―

と
伸
び
が
目

立
つ
。

　

な
お
、「
解
雇
」
の
内
訳
に
つ
い
て
は
、「
普

通
解
雇
」
が
昨
年
度
の
三
万
九
四
九
〇
件
に

対
し
今
年
度
は
四
万
六
五
三
六
件
、「
整
理
解

雇
」
が
同
六
八
三
七
件
か
ら
一
万
四
九
六
〇

件
、「
懲
戒
解
雇
」
が
同
五
四
二
二
か
ら
五
七

三
四
件―

―

と
推
移
し
て
お
り
、
と
く
に
整

理
解
雇
の
増
加
が
著
し
い
。

　

民
事
上
の
個
別
労
働
紛
争
に
係
る
相
談
者

は
、
労
働
者
（
求
職
者
）
が
八
〇
・
五
％
と

大
半
を
占
め
、
事
業
主
は
一
二
・
五
％
に
と

ど
ま
る
。
労
働
者
の
就
労
状
況
は
、
正
社
員

が
四
六
・
〇
％
で
も
っ
と
も
多
い
が
、
パ
ー

ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
は
一
六
・
三
％
、
派
遣
労

働
者
が
八
・
三
％
、
期
間
契
約
社
員
も
八
・

三
％
と
な
っ
て
お
り
、
前
年
度
（
カ
ッ
コ
内

数
値
）
と
比
較
し
て
正
社
員
（
四
八
・
〇
％
）

や
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
（
一
七
・
二
％
）

の
割
合
が
若
干
減
少
す
る
一
方
、
派
遣
労
働

者
（
六
・
九
％
）
や
、
期
間
契
約
社
員
（
六
・

九
％
）
の
割
合
が
増
加
し
て
い
る
。

助
言
・
指
導
、
あ
っ
せ
ん
も
二
ケ
タ

の
大
幅
増

　

こ
う
し
た
民
事
上
の
個
別
労
働
紛
争
に
係

る
相
談
に
対
し
、〇
八
年
度
に
お
け
る
助
言
・

指
導
申
し
出
件
数
は
七
五
九
二
件
で
、
前
年

度
比
一
四
・
一
％
の
増
加
。
あ
っ
せ
ん
申
請

受
理
件
数
は
八
四
五
七
件
で
、同
一
八
・
三
％

の
増
加
と
そ
れ
ぞ
れ
二
ケ
タ
の
大
幅
増
と

な
っ
た
。

　

こ
の
う
ち
助
言
・
指
導
の
申
し
出
の
主
な

内
容
は
、「
解
雇
に
関
す
る
も
の
」
が
も
っ
と

も
多
く
（
二
五
・
一
％
）、こ
れ
に
「
い
じ
め
・

嫌
が
ら
せ
に
関
す
る
も
の
」（
一
二
・
七
％
）、

「
労
働
条
件
の
引
下
げ
に
関
す
る
も
の
」（
一

〇
・
五
％
）―

―

と
続
く
。
い
じ
め
・
嫌
が

ら
せ
関
連
が
引
き
続
き
増
加
し
た
ほ
か
、
解

雇
関
連
も
伸
び
た
。
申
出
人
の
事
業
所
規
模

は
、「
一
〇
〜
四
九
人
」が
二
八
・
九
％
と
も
っ

と
も
多
く
、
次
い
で
「
一
〇
人
未
満
」
が
一

八
・
四
％
、「
一
〇
〇
〜
二
九
九
人
」
が
一
一
・

九
％
だ
が
、
労
働
組
合
の
な
い
事
業
所
の
労

働
者
が
六
六
・
一
％
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。

　

申
し
出
を
受
け
付
け
た
事
案
の
都
道
府
県

労
働
局
に
お
け
る
処
理
状
況
を
み
る
と
、
〇

八
年
度
一
年
間
に
手
続
き
を
終
了
し
た
も
の

は
七
五
四
六
件
（
な
お
前
年
度
は
六
五
九
二

件
）
だ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、「
助
言
・
指
導
を

実
施
し
た
も
の
」が
九
七
・
三
％
を
占
め
、「
申

し
出
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
」が
一
・
八
％
、

「
処
理
を
打
ち
切
っ
た
も
の
」
が
〇
・
五
％

―
―

と
な
っ
て
い
る
。
処
理
に
要
し
た
期
間

は
、「
一
カ
月
以
内
」
が
九
六
・
一
％
と
圧
倒

的
に
多
い
。

　

具
体
的
な
助
言
・
指
導
の
実
施
例
と
し
て

は
、
い
じ
め
・
嫌
が
ら
せ
に
関
連
し
て
、「
直

属
の
上
司
か
ら
業
務
指
示
と
称
し
て
暴
言
等

を
受
け
、
出
勤
が
困
難
な
状
況
に
あ
る
た
め
、

所
属
事
業
場
の
責
任
者
に
職
場
環
境
に
つ
い

て
相
談
し
た
が
改
善
が
見
ら
れ
な
い
。
仕
事

そ
の
も
の
は
続
け
た
い
と
考
え
て
い
る
た
め
、

職
場
環
境
改
善
に
向
け
労
働
局
長
の
助
言
・

指
導
を
申
し
出
た
」
事
案
に
対
し
、「
客
観
的

に
状
況
判
断
で
き
る
人
事
担
当
責
任
者
に
申

出
人
の
主
張
を
伝
え
た
上
で
、
パ
ワ
ー
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
法
的
整
理
を
説
明
す
る

と
と
も
に
、
本
人
と
話
し
合
う
よ
う
助
言
」。

そ
の
結
果
、「
申
出
人
と
人
事
担
当
責
任
者
が

話
し
合
い
を
行
い
、
職
場
環
境
の
改
善
が
な

さ
れ
た
」。

　

ま
た
、
配
置
転
換
等
に
関
連
し
て
、「
現
在

勤
務
し
て
い
る
事
業
場
の
業
務
縮
小
を
理
由

に
勤
務
日
数
の
大
幅
な
削
減
を
通
告
さ
れ
、

応
じ
ら
れ
な
い
旨
回
答
し
た
と
こ
ろ
、
遠
隔

地
で
の
勤
務
を
命
じ
ら
れ
た
。
当
初
契
約
で

は
他
の
事
業
場
で
の
勤
務
は
前
提
と
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
た
め
、
労
働
条
件
の
変
更
の
撤

回
を
求
め
、
労
働
局
長
の
助
言
・
指
導
を
申

し
出
た
」
事
案
に
対
し
、「
労
働
契
約
で
定
め

ら
れ
た
労
働
条
件
を
使
用
者
が
一
方
的
に
変

更
す
る
こ
と
は
原
則
で
き
な
い
こ
と
、
労
働

契
約
上
勤
務
地
が
限
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、

労
働
者
の
同
意
な
く
行
っ
た
転
勤
命
令
は
無

効
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

再
度
、
申
出
人
と
話
し
合
う
こ
と
を
助
言
」。

結
果
、「
申
出
人
と
会
社
で
話
し
合
い
、
従
来

の
勤
務
地
、
勤
務
シ
フ
ト
で
働
け
る
よ
う
に

な
っ
た
」―

―

も
の
な
ど
が
あ
る
。

　

次
に
、
民
事
上
の
個
別
労
働
紛
争
に
係
る

相
談
に
対
し
、
紛
争
調
整
委
員
会
に
よ
る

あ
っ
せ
ん
が
申
請
さ
れ
た
状
況
を
み
る
。

あ
っ
せ
ん
申
請
の
主
な
内
容
は
、「
解
雇
に
関

す
る
も
の
」
が
三
九
・
六
％
と
も
っ
と
も
多

い
。
次
い
で
、「
い
じ
め
・
嫌
が
ら
せ
に
関
す

る
も
の
」
が
一
五
・
二
％
、「
労
働
条
件
の
引

下
げ
に
関
す
る
も
の
」
が
八
・
五
％
な
ど
と

な
っ
て
お
り
、
解
雇
関
連
が
と
く
に
増
加
し

て
い
る
。
申
請
人
は
、労
働
者
が
九
八
・
四
％

と
大
半
を
占
め
る
が
、
事
業
主
も
一
・
五
％
、

労
使
双
方
か
ら
も
〇
・
一
％
あ
っ
た
。
労
働

者
の
就
労
状
況
は
、
正
社
員
が
五
五
・
二
％

と
も
っ
と
も
多
く
、
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト

が
一
七
・
四
％
で
続
く
。
ま
た
、
期
間
契
約

社
員
が
一
二
・
〇
％
、
派
遣
労
働
者
は
九
・

七
％
で
、
前
年
度
に
比
べ
こ
れ
ら
労
働
者
全

体
に
占
め
る
割
合
が
増
加
し
た
。

　

あ
っ
せ
ん
申
請
を
受
理
し
た
事
案
の
都
道

府
県
労
働
局
に
お
け
る
処
理
状
況
を
み
る
と
、

〇
八
年
度
一
年
間
に
手
続
き
を
終
了
し
た
も

の
は
七
九
二
〇
件
（
同
七
〇
三
四
件
）
で
あ

る
。
こ
の
う
ち
、「
合
意
が
成
立
し
た
も
の
」

は
三
三
・
四
％
で
、「
申
請
者
の
都
合
に
よ
り

取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
」
が
七
・
四
％
、「
紛

争
当
時
者
の
一
方
が
手
続
き
に
参
加
し
な
い

等
の
理
由
で
あ
っ
せ
ん
を
打
ち
切
っ
た
も

の
」
が
五
八
・
八
％―

―

と
な
っ
て
い
る
。

処
理
に
要
し
た
期
間
は
、「
一
カ
月
以
内
」
が

五
四
・
一
％
、「
一
カ
月
超
二
カ
月
以
内
」
が

三
八
・
一
％
だ
っ
た
。

　

具
体
的
な
あ
っ
せ
ん
の
実
施
例
と
し
て
は
、

解
雇
（
整
理
解
雇
）
関
連
で
、「
経
営
不
振
を

理
由
に
解
雇
さ
れ
た
が
、
自
分
が
解
雇
さ
れ

る
こ
と
の
合
理
的
理
由
も
な
く
、
か
つ
解
雇

回
避
の
努
力
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、

解
雇
の
撤
回
を
求
め
て
あ
っ
せ
ん
申
請
を

行
っ
た
」
事
案
に
対
し
、「
あ
っ
せ
ん
委
員
が

整
理
解
雇
に
関
す
る
裁
判
に
お
け
る
考
え
方

を
示
し
、
双
方
の
主
張
を
整
理
し
調
整
を

行
っ
た
結
果
、
申
請
人
の
申
出
内
容
で
あ
る

職
場
復
帰
で
合
意
が
成
立
し
た
」
ケ
ー
ス
等

が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
あ
っ
せ
ん
の
打
ち
切
り
等
後
は
、

労
働
審
判
や
民
事
通
常
訴
訟
に
発
展
す
る

ケ
ー
ス
も
あ
る
。
参
考
数
値
を
示
す
と
、
〇

八
年
度
に
お
け
る
労
働
関
係
民
事
通
常
訴
訟

事
件
の
新
受
件
数
は
二
四
四
一
件
（
〇
七
年

度
は
二
二
四
六
件
）、
労
働
審
判
事
件
の
新

受
件
数
は
二
〇
五
二
件
（
同
一
四
九
四
件
）

と
な
っ
て
い
る
（
と
も
に
全
国
地
方
裁
判
所

の
集
計
）。

（
調
査
・
解
析
部
）




